
第18期定時株主総会招集ご通知に際しての
法令及び定款に基づくインターネット開示事項

① 当行の新株予約権等に関する事項

② 業務の適正を確保するための
体 制 の 決 議 の 内 容 の 概 要

③ 連結計算書類の連結注記表
④ 計 算 書 類 の 個 別 注 記 表

（ 平成29年 4 月 1 日から
平成30年 3 月31日まで ）

上記の事項につきましては、法令及び当行定款第13条の規定に基づき、インタ
ーネット上の当行ウェブサイト（http://www.shinseibank.com）に掲載する
ことにより開示しております。

株式会社新生銀行



当行の新株予約権等に関する事項
⑴ 当事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等

第20回新株予約権

取締役会決議日 平成20年５月14日

発行日 平成20年５月30日

発行した新株予約権の数 2,830個

取締役の保有状況
（社外取締役を除く） －

社外取締役の保有状況 20個／2名

監査役の保有状況 －

新株予約権の目的となる
株式の種類及び数

普通株式113,900株
（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の行使時の
１株当たり払込金額 4,160円

新株予約権を行使するこ
とができる期間 平成22年６月１日から平成30年５月13日

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者が死亡した場合、新株予約
権者の相続人が当行が定めた期間内に
相続手続きを完了した場合に限り、本新
株予約権の相続を認める。

② 新株予約権者は平成22年６月１日から
平成24年５月31日までの間は、付与さ
れた新株予約権の数の２分の１以内（１
個に満たない数が生じる場合は、１個の
単位に切り上げる）に限って権利を行使
することができる。ただし、「新株予約
権付与契約書」の定めにより、全ての新
株予約権が行使期間初日から行使可能
となる場合がある。

③ 新株予約権の質入れその他一切の処分
は認めないものとする。

④ その他の条件については、平成19年６月
20日開催の第７期定時株主総会及び上
記決議日の取締役会決議に基づき、当行
と新株予約権者との間で締結する「新株
予約権付与契約書」に定めるところによ
る。

有利な条件の内容 新株予約権を無償で発行
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第1回新株予約権（株式報酬型） 第2回新株予約権（株式報酬型）

取締役会決議日 平成28年５月11日 平成29年５月10日

発行日 平成28年５月26日 平成29年５月25日

発行した新株予約権の数 1,343個 1,673個

取締役の保有状況
（社外取締役を除く） 1,343個/2名 1,673個/2名

社外取締役の保有状況 － －

監査役の保有状況 － －

新株予約権の目的となる
株式の種類及び数

普通株式 13,430株
（新株予約権１個につき10株）

普通株式 16,730株
（新株予約権１個につき10株）

新株予約権の行使時の
１株当たり払込金額 １円 １円

新株予約権を行使するこ
とができる期間 平成28年５月27日から平成58年５月26日 平成29年５月26日から平成59年５月25日

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、当行の取締役の地位を
喪失した日の翌日から10日（10日目が
休日に当たる場合には翌営業日）を経過
する日までの間に限り、新株予約権を一
括してのみ行使できるものとする。

② 上記①にかかわらず、当行が消滅会社と
なる合併契約承認の議案、当行が分割会
社となる分割契約もしくは分割計画承
認の議案、当行が完全子会社となる株式
交換契約もしくは株式移転計画承認の
議案につき、当行株主総会で承認された
場合（株主総会決議が不要な場合は、当
行取締役会決議がなされた場合）、当該
承認日の翌日から30日間に限り新株予
約権を行使できるものとする。

③ 新株予約権者が死亡した場合、その者の
相続人は、新株予約権を一括してのみ行
使することができる。

④ その他の条件については、平成27年６月
17日開催の第15期定時株主総会及び上
記決議日の取締役会決議に基づき、当行
と新株予約権者との間で締結する「新株
予約権割当契約書」に定めるところによ
る。

① 新株予約権者は、当行の取締役の地位を
喪失した日の翌日から10日（10日目が
休日に当たる場合には翌営業日）を経過
する日までの間に限り、新株予約権を一
括してのみ行使できるものとする。

② 上記①にかかわらず、当行が消滅会社と
なる合併契約承認の議案、当行が分割会
社となる分割契約もしくは分割計画承
認の議案、当行が完全子会社となる株式
交換契約もしくは株式移転計画承認の
議案につき、当行株主総会で承認された
場合（株主総会決議が不要な場合は、当
行取締役会決議がなされた場合）、当該
承認日の翌日から30日間に限り新株予
約権を行使できるものとする。

③ 新株予約権者が死亡した場合、その者の
相続人は、新株予約権を一括してのみ行
使することができる。

④ その他の条件については、平成27年６月
17日開催の第15期定時株主総会及び上
記決議日の取締役会決議に基づき、当行
と新株予約権者との間で締結する「新株
予約権割当契約書」に定めるところによ
る。

有利な条件の内容 - -

⑵ 当事業年度中に従業員等に交付した当行の新株予約権等
該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制
１．業務の適正を確保するための体制の決議の内容の概要

会社法第362条第４項第６号ならびに会社法施行規則第100条第１項および第３項に基づき取締役会が決議すべき
業務の適正を確保するための体制（いわゆる内部統制システム）について、当行では、「内部統制規程」およびその
関連規程等に詳細を定め、取締役会において決議しており、業務執行取締役、執行役員、チーフオフィサーおよびシ
ニアオフィサーは、自らの所管業務に対する内部統制システムの構築・運用義務を負うとともに、全業務執行取締役、
執行役員、チーフオフィサー、シニアオフィサーおよび従業員がこれに従うことを義務付けております。さらに、取
締役会において定期的に内部統制システムの整備状況の確認と内部統制システム構築について基本方針の決定を行う
ことにしています。その概要は以下のとおりです。

⑴ 組織の枠組み
「内部統制規程」において、①現場の業務執行ラインにおける自律的統制機能（一線機能）、現場の業務執行ラ

インから独立したリスク管理機能及びコンプライアンス機能等の管理機能（二線機能）、並びに内部監査機能（三
線機能）を内部統制システムの構成要素とすること、②取締役会は、重大なリスク及び問題を適切に把握し対処す
るため、二線機能及び三線機能から適時適切な報告を受けるとともに、主要な方針及びコントロールを定期的に検
証することを定めております。

⑵ 当行の取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制（会社法第362
条第４項第６号、会社法施行規則第100条第１項第４号）
当行の取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制の基礎として、

当行は「新生銀行グループ行動規範」を定めて、個々の役職員全員が遵守すべきものとしております。
「新生銀行グループ行動規範」においては、職務に適用される全ての法令や規則の条文および精神の遵守、社内

手続きに従うことを求めるとともに、違反報告義務を定めています。また、人権の尊重、誠実・公明な業務行為、
個人としての行為についての規範も定めております。

⑶ 当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制（会社法施行規則第100条第１項第１号）
当行の取締役の職務の執行にかかる情報については、その保存媒体に応じ、漏洩等のないよう十分な注意をもっ

て保存・管理に努めることとし、当行の監査役の請求に応じて随時提供することとしております。そのほか、当行
の取締役および従業員の職務執行に関する情報については、当行が定めた「グループ情報セキュリティポリシー」
に従い、管理することとしております。
「グループ情報セキュリティポリシー」では、情報を重要な資産と認識し、情報資産を適切に管理・保護するこ

ととしております。

⑷ 当行の損失の危険の管理に関する規程その他の体制（会社法施行規則第100条第１項第２号）
当行の損失の危険の管理のため、当行は「リスクマネジメントポリシー」を定め、同ポリシーに沿ったリスク管

理体制を構築しております。
「リスクマネジメントポリシー」では、当行および当行グループが抱えるリスクの総和を把握し、能動的な管理

を行うための基本方針を定めており、そのリスク管理は「マクロアプローチ」（経営機関による資本・資源の配分
と評価）と、「規格化された業務管理フレームワーク」（段階的に分散化されたリスク取得承認プロセス）の融合
により実践する体制としております。具体的な「業務管理フレームワーク」として、①信用リスク、市場リスク、
流動性リスク、オペレーショナルリスク、投資リスクといったリスクの属性区分、②グループリスクポリシー委員
会、案件審査委員会、債権管理委員会、グループALM委員会、市場取引統轄委員会、グループ新規事業・商品委員
会といったリスクに応じた各種委員会組織の組成・目的・使命・機能、ならびに③審査総括担当役員が担当する部
署及びチーフオフィサーグループリスクが担当する部署の機能・役割と責任等を規定しております。
また、大規模な災害、事故その他の当行事業活動に対する中断事由が生じた場合に備えて、グループ業務継続体

制管理委員会を設置、業務継続体制に関する各種規程を定め、重要業務を継続し、お客さまや社会に対する責務を
最大限遂行するための体制を確保することとしております。
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⑸ 当行の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（会社法施行規則第100条第１項第３
号）
当行は、日常の業務執行の機動性・効率性を確保するため執行役員制度を採用するとともに、グループ本社にお

いてはチーフオフィサーおよびシニアオフィサーを置いております。具体的には、業務運営の基本単位を「部」と
するとともに、代表取締役社長をはじめとする業務執行取締役による指揮のもと、取締役会から委任された執行役
員、チーフオフィサー及びシニアオフィサーが各部を担当し、総括担当役員およびチーフオフィサーを中心に「業
務執行規程」に従い、それぞれが管掌する業務執行機能を担うことで、効率的かつ適切な経営体制の実現を図って
おります。
「業務執行規程」には、業務執行取締役、執行役員およびオフィサーの選任・解任の基準のほか、法令等の遵守、

善管注意義務・忠実義務、競業避止義務、利益相反行為の禁止、取締役会への報告義務、当行に著しい損害を及ぼ
す恐れのある場合の対応、職務執行にかかる情報の保存および管理、さらに代表取締役社長が業務執行に関する決
定を行う機関として業務執行取締役、総括担当役員及びチーフオフィサー等からなるグループ経営会議および経営
会議の設置、業務執行取締役、執行役員およびオフィサーの職務権限と責任など、取締役等の職務の執行が効率的
に行われることを確保するための基本的な事項を規定しております。

⑹ 当行および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制（会社法第362条第４項第６号、
会社法施行規則第100条第１項第５号）
当行全体の経営方針やビジネスプランおよびリスク管理やコンプライアンス態勢と整合性を持った業務運営を確

保するため、各子会社・関連会社の主管部を定めるとともに、グループ本社の専門セクションが中心となり各子会
社・関連会社の経営全般の指導・管理を行う体制を構築しております。そのほか、当行の子会社・関連会社の経営
指導・管理は当行の「子会社・関連会社ポリシー」および「グループ本社組織管理規程」に従って行われます。
「子会社・関連会社ポリシー」は、①子会社・関連会社の自主性の発揮をサポートすると同時に当行全体の戦略

や方向性との整合性の確保、②各社の業務規模及び特性に応じたリスク管理や事務の実行、業務効率化の指導、③
子会社・関連会社としてのファイアーウォール等を含めた規制やコンプライアンスの遵守、レピュテーションの維
持、適切な内部統制の確立という子会社・関連会社の管理の３つの責務を明示し、当行グループ価値の極大化を図
ることをその目的とし、主管部および専門セクションをはじめ行内の関連各部署の役割と責任、グループ経営会議
での承認事項、子会社・関連会社の責務、子会社・関連会社にかかわる当行役職員の責務、その他当行役職員の責
務等、子会社・関連会社の経営指導・管理に関して規定しております。
「グループ本社組織管理規程」は、グループ本社の能率的な運営を図ることをその目的とし、グループ本社組織

化の基本原則、業務組織、事務分掌、グループ本社及びグループ会社との関係、構成員、職位、任務及び職務権限
などグループ本社の業務運営に必要な組織及び組織管理に関する基本的事項を規定しております。

⑺ 当行の監査役の職務を補助すべき従業員、および当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項（会社法
施行規則第100条第３項第１号、同３号）
当行は、当行の監査役の監査の補助のために監査役室を設置し、同室所属の従業員を監査役の職務を補助すべき

従業員（「職務補助者」）として定めております。職務補助者は監査役の指揮命令に従い、その業務の結果を監査
役に対して報告する義務を負うものとしています。

⑻ 前項の従業員の当行の取締役からの独立性に関する事項（会社法施行規則第100条第３項第２号）
監査役室は、当行の監査役に直接報告を行っており当行の各取締役およびその業務ラインからは独立した組織と

して設置されており、職務補助者の任命・解雇・配転および人事異動等雇用に関する重要事項については、予め監
査役会の同意を得ることとしております。また、職務補助者の賃金等の改定も予め監査役会の同意を得ることとし
ております。

⑼ 次に掲げる体制その他の当行の監査役への報告に関する体制（会社法施行規則第100条第３項第４号）
① 当行の取締役および従業員は、当行に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときには当該事実に関す

る事項、そのほか当行取締役会または当行監査役会が定める事項を、当行の監査役に対して遅滞なく報告する
こととしています。
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② 当行の子会社の取締役、監査役、従業員は、当行子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したとき
には当該事実に関する事項、そのほか当行取締役会または当行監査役会が定める事項を、当行の監査役に対し
て遅滞なく報告することとしています。

③ 前各号の事項について報告を受けた当行の取締役および従業員、ならびに当行の子会社の取締役、監査役およ
び従業員は、当該事項を、当行の監査役に対して遅滞なく報告することとしています。

④ 前各号のほか、当行の取締役および従業員、ならびに当行の子会社の取締役、監査役および従業員の当行の監
査役に対する内部通報制度及び同制度に基づく報告については、「グループコンプライアンスホットライン手
続」に基づき適切に処理することとしております。

⑽ 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制（会
社法施行規則第100条第３項第５号）
前項に該当する報告をした者は、当該報告をしたことを理由として、就業条件その他に関して一切不利な取扱い

を受けないものとしています。

⑾ 当行の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる
費用または債務の処理に係る方針に関する事項（会社法施行規則第100条第３項第６号）
当行は、監査役がその職務の執行について会社法第388条各号に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当

該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用
または債務を処理することとしています。また、当行の監査役は必要に応じ、法律上認められる範囲内に限り当行
の費用において行外の専門家を利用することができることとしております。

⑿ その他当行の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制（会社法施行規則第100条第３項第７
号）
当行の取締役および従業員並びに当行の子会社の取締役、監査役および従業員は、当行の監査役の監査に対して

協力し、これを妨げるような行為をしてはならないとしています。

⒀ その他
当行では、取締役会で決議された「新生銀行グループ行動憲章」の中で、市民社会の秩序や安全に脅威を与える

反社会的勢力には毅然かつ断固とした態度をもって対応し、その不当な介入を常に妨げるとともに、反社会的勢力
との関係を一切遮断し、排除することを宣言しております。

以上の内部統制システムの実効性を検証するために、グループ監査部は、監査役会および代表取締役社長の承認を
経て、取締役会が決定する「内部監査規程」に基づき内部監査を行い、その結果を代表取締役社長および監査役会に
対して報告することとしております。
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